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「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」について 

〜企業価値の毀損を防ぐために〜 
今回は原則4 「不正の芽の察知と機敏な対処」です。ご確認をお願いします。 
［原則４］不正の芽の察知と機敏な対処 
コンプライアンス違反を早期に把握し、迅速に対処することで、それが重⼤な不祥事に発展することを未然に
防止する。 
早期発⾒と迅速な対処、それに続く業務改善まで、⼀連のサイクルを企業⽂化として定着させる。 
 
（解説） 
4-1 どのような会社であっても不正の芽は常に存在しているという前提に⽴つべきである。不祥事予防のため

に重要なのは、不正を芽のうちに摘み、迅速に対処することである。 
このために、原則１〜３の取組みを通じ、コンプライアンス違反を早期に把握し、迅速に対処する。また、
同様の違反や類似の構図が他部署や他部門、他のグループ会社にも存在していないかの横展開を⾏
い、共通の原因を解明し、それに即した業務改善を⾏う。 
こうした⼀連のサイクルが企業⽂化として⾃律的・継続的に機能することで、コンプライアンス違反が重⼤
な不祥事に発展することを未然防止する。この取組みはコンプライアンス違反の発⽣⾃体を抑止する効
果も持ち得る。 

4-2 経営陣がこうした活動に取り組む姿勢や実績を継続的に示すことで、全社的にコンプライアンス意識を涵
養できる。また、このような改善サイクルの実践が積極的に評価されるような仕組みを構築することも有益
である。 

4-3 なお、趣旨・目的を明確にしないコンプライアンス活動や形式のみに偏ったルールの押付けは、活動の形
骸化や現場の「コンプラ疲れ」を招くおそれがある。事案の程度・内容に即してメリハリをつけ、要所を押さ
えた対応を継続して⾏うことが重要である。 

 
（不祥事につながった問題事例） 
・ 社内の複数ルートからコンプライアンス違反に係る指摘がなされても、調査担当部署が表面的な聴き取り

対応のみで「問題なし」と判断。違反⾏為の是正や社内展開等を⾏わなかった結果、外部からの指摘を受
けて初めて不祥事が露⾒し、企業価値を⼤きく毀損 

・ 過去の不祥事を踏まえて再発防止策を講じたものの、的を射ない機械的な対応に終始したことで、現場 
において「押し付けられた無駄な作業」と受け止められる。当該作業が次第に形骸化し、各現場の⾃律的
な取組みとして定着しなかった結果、同種不祥事の再発に⾄る 


